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   202４年１月 17 日 

 

20２３－２４年度 

 地区ガバナー       各位 

 地区青少年奉仕統括委員長 各位 

地区 RYLA 委員長     各位 

地区 RYLA 学友      各位 

 

 全国 RYLA 連絡会運営委員 各位 

 

写）RI 理事      佐藤芳郎 様 

RI 理事エレクト 水野 功 様 

ロータリーコーディネーター 各位 

地区ガバナーエレクト 各位 

地区ガバナーノミニー 各位 

 
 

全国 RYLA 研究会福島会議 

実行委員長 芳賀 裕           

副委員長  大木 和彦    

副委員長  山田 稔  

全国 RYLA 連絡会運営委員 

渡辺浩子 

 

 

第２回 全国 RYLA 運営委員会 及び 地区 RYLA 委員長 

 合同会議開催のご案内 

 

拝啓 

 

初春の候、平素より皆さまにおかれましては、各地区にて青少年奉仕活動にま

すますご活躍のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、2023 年９月 10 日に開催されました第１回 合同会議に際し、年度に

２回の合同会議開催のご提案があり、協議の上開催することになりました。 

 

つきましては、2024 年 3 月 10 日（日）に「第２回全国 RYLA 運営委員会及

び地区 RYLA 委員長会議」を開催いたしますので、ご出席の程よろしくお願い

申し上げます。 

敬具 
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― 開催要領 ― 
 

１．開催日：202４年３月 10 日（日） １４：００～１６：００ 

 

２．会議形式：対面＋ZOOM（感染状況により ZOOM のみに変更する場合があります） 

 

３．場所：①対面：AP 八重洲 11階「K ルーム」 

東京都中央区京橋 1-10-7 KPP 八重洲ビル 

TEL：03-6228-8109 

②ZOOM：下記 URL 

 

４．登録料：１地区につき 20,000 円（対面・ZOOMの参加人数に関わらず一律） 

 

５．ご請求：３月 5 日までに下記口座へお振込み願います。 

 

（振込先） 

みずほ銀行 浜松町支店（148） 普通 1673913 

一般社団法人国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構 

ｼｬ）ｺｸｻｲﾛｰﾀﾘｰﾆﾎﾝｾｲｼﾖｳﾈﾝｺｳｶﾝﾀﾁｸｺﾞｳﾄﾞｳｷｺｳ 

 
※振込の際は地区番号の明記をお願いいたします。 

※文字数が多いため、RIJYEM（フリガナ：ライジェム）でも受付可能です。 

※振込手数料はご負担していただきますようお願いします。 

 

６．登録方法 

●下記Googleフォームより登録してください。【 期日 3 月 5日（木）】 

 「対面参加」「ZOOM 参加」をご選択ください。 

  

（URL） https://forms.gle/2zR15Mmt7DZGbjEL9 

 

●参加形式変更 及び 取消方法について 

一旦参加登録したが、欠席に変更する、または 対面から ZOOMに変更するなど 

参加方法を変更する場合は、上記 Googleフォーム URL より、再登録をしてくだ

さい。 

 

●ZOOM参加の方へ 

後日ミーティング URL を送付いたします。 

ZOOM 参加の際の氏名記載は 「地区番号(4 ケタ) 名字」＋姓「下の名前」をご入

力ください。 表示例）2580 山田太郎 

   

 

７．会議次第・資料等は、後日配信いたします。 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/2zR15Mmt7DZGbjEL9
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８．アクセス： 

 

https://www.tc-forum.co.jp/ap-yaesu/access/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通アクセス 
JR新幹線・JR山手線・JR京浜東北線・JR横須

賀線をご利用の場合 

JR東京駅八重洲中央口から徒歩６分 

八重洲地下１番通り突当り出口番号２３を地上

に出る 

地下鉄銀座線「日本橋駅 B1出口」徒歩２分 

https://www.tc-forum.co.jp/ap-yaesu/access/
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【資料 1】 全国ＲＹＬＡ連絡会規約 

 

１．(目的)  

本会は国際ロータリーの内日本国の各地区（以下、単に「各地区」という）のＲＹＬＡ関連

委員会の連絡網を形成することを目的とする。 

 

２．（研究会） 

  各地区のＲＹＬＡセミナーを中心とするＲＹＬＡ活動の情報を相互に交換する為、原

則として毎年度１回全国ＲＹＬＡ研究会（以下、「研究会」という）を開催する。 

 

３．（開催主体） 

（１）研究会は地区単位により開催する。 

   但し、複数の地区の共同開催を妨げない。 

（２）開催地区は開催年度（期間はロータリー年度と同じ）の間、本会の事務局としての役

割を果たす。 

 

４．（研究会の内容） 

（１）研究会の内容はロータリー章典の趣旨に沿って開催地区が決定する。 

（２）前項の「内容」にはプログラムの策定、活動組織体の設立等研究会開催に必要な事項

を含む。 

 

５．（プログラムの継続性） 

  研究会開催地区は、プログラムの決定に当たり、前年度を始め過去の研究会の成果を尊

重する。 

 

６．（実行委員会） 

（１）開催地区は、研究会の開催に当り実行委員会を設置し、研究会のプログラムの立案を

し、必要に応じ他地区に連絡をする。 

（２）実行委員会の設立については全国レベルと地区レベルとを別組織とすることができ

る。 

（３）全国レベルの実行委員会の設立に当り、本連絡会は、日本国内選出の現ＲＩ理事、Ｒ

Ｉ理事会理事経験者への協力を要請する。 

 

７．（ロータリーファミリー） 

（１）研究会開催に当り、ＲＹＬＡ学友会、ローターアクト等ロータリーファミリーの参加

が奨励される。 

（２）ロータリーファミリーが参加したときは、充分の危機管理態勢が義務付けられる。 

 

８．（委員長会議） 

  研究会プログラムの一部に各地区の青少年奉仕委員長、ＲＹＬＡ委員長、もしくはその
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他の青少年活動関連委員長による委員長会議の開催を含むものとする。 

 

９．（会議開催方法） 

  委員長会議の議長は原則として開催地区から選出する。 

  但し、必要のあるときは、開催地区は地区を問わず副議長その他の役員を選出すること

ができる。 

 

１０．（議案） 

（１）議案の内には次年度開催地区の決定が含まれるものとする。 

（２）次年度開催地区について、開催地区には、全国レベル実行委員会、他地区と協力して、

事前に立候補地区の有無を調査することが望まれる。 

 

１１．（議決） 

  議決の決定は出席地区毎に一票とし、その過半数の支持を必要とする。 

 

１２．（運営委員会） 

（１）本規約で定める研究会以外の業務を遂行する為、本会に運営委員会を設置する。 

（２）年度は毎年７月１日から翌年６月３０日迄とする。 

（３）運営委員会の委員は、本会に参加する地区が地区毎に１名を選任する。 

（４）委員の任期は各地区毎に定める。 

（５）運営委員会の委員長は、原則として研究会を開催する地区の委員とする。 

（６）委員長は毎年度運営委員会の役員５名程度を選任する。 

（７）運営委員会はその運営について、運営委員会規則を設けることができる。 

 

１３．（ＲＩＪＹＥＭ）  

本会は、各地区間の連絡についてＲＩＪＹＥＭに協力を求めて、相互に協働し、その連絡体

制の維持に努める。 

 

１４．（その他の全国的活動） 

  各地区がＲＹＬＡ活動について全国レベルでの活動を行うときは、本会の関与を求め

ることが奨励される。 

 

１５．（規約の変更） 

  １．各地区は、必要があると認める時は、本規約について変更を求めることができる。 

  ２．本規約の変更については、事前に発議の上委員長会議において審議し、出席委員長

（各地区１票とする）の３分の２以上の支持があったとき可決されるものとする。 

  以上 

 

付則：2022 年 5月 21日成立（第 14回全国 RYLA研究会・鳥取会議） 
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【資料 2】全国ＲＹＬＡ連絡会運営委員会 規則（案） 

 

１．(目的)  

本規則は全国ＲＹＬＡ連絡会規約第１２条第７号に基づき、全国ＲＹＬＡ連絡会運営

委員会（以下、「本運営委員会」という）の運営について定めるものである。 

 

２．（事務局） 

（１）本運営委員会の事務局はＲＩＪＹＥＭに置く。 

（２）本運営委員会はその業務の一部についてＲＩＪＹＥＭに委託することができる。 

 

３．（役員） 

（１）本運営委員会には次の役員を置く。 

   ① 地区もしくは本運営委員会役員会推薦役員 ５名 

   ② ＲＩＪＹＥＭ推薦役員          若干名 

（２）① 代表役員は当該年度全国ＲＹＬＡ研究会開催地区の役員とし、本運営委員会の委

員長となる 

   ② 委員長が不在の時は役員の内から互選により代表役員を選任する 

（３）役員の内には全国ＲＹＬＡ研究会の開催が決定している地区の委員もしくは推薦者

１名を含むものとする。 

（４）役員は本運営委員会総会において選挙その他の方法により選任し、その方法は総会の

議長が随時決定する。 

（５）役員の任期は始期を１０月１日、終期を翌年９月３０日迄の１年間とする。 

（６）任期の途中に役員が退任等により不在となったときは、役員会において補充の要否及

び補充する役員を決定することができる。 

 

４．（役員の職務及び権限） 

 役員は役員会を構成し、本運営委員会規約及び本規則に基づいて職務を執行する。 

 

５．（総会の開催） 

（１）本運営委員会は毎年１回定例総会を開催する。 

（２）開催時期は原則として９月中とする。 

（３）総会の議長は委員長が行うものとする。 

（４）２名以上の役員または５名以上の委員は、理由を示して委員長に対し臨時総会の開催

を要請することができる。 

（５）前項の要請があったときは、委員長は要請のあった日から１ヶ月以内に総会を開催す

る。 

 

６．（総会の招集） 

（１）委員長は定められた開催日の２週間前迄に総会を招集の通知をする。 

（２）重要な議題及び予め定まっている議題は委員に対して事前に通知する。 
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（３）総会の開催は役員会の決定によりオンラインによることができる。 

 

７．（総会の決議） 

（１）総会の定員数は委員の３分の１以上とする。 

（２）総会の決議は出席委員の議決権の過半数をもって行う。 

（３）書面による議決権行使 

   総会に出席できない委員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。

この場合においては、その議決権の数を前項の議決権の数に参入する。 

（４）議長が特別多数の必要があると認めたとき、もしくは５名以上の出席委員より特別多

数による決議の提案があったときは、その要否について決議をし、出席委員の議決権の

過半数の賛成があったときは特別多数による決議をすることができる。 

   但し、特別多数は出席委員の議決権の３分の２以上とする。 

 

８．（議事録の作成） 

（１）総会の議事については開催日から２週間以内に議事録を作成し、総会に出席の役員は

その内容を書面もしくはメールによって確認する。 

（２）議事録の作成者は総会の開催に当り議長が随時指名する。 

（３）議事録は作成日から２週間以内に委員に書面もしくはメールをもって送付する。 

 

９．（役員会） 

（１）役員会は役員をもって構成する。 

（２）役員会の議長は本運営委員会の委員長とする。 

（３）議長不在のときは他の役員の協議により随時対応する。 

 

１０．（役員会の開催） 

（１）役員会は議長が随時招集する。 

   但し、招集日は過半数の役員が出席できる日とする。 

（２）開催方法について議長の決定もしくは過半数以上の役員の要請のあるときは、オンラ

インによることができる。 

 

１１．（決議方法） 

（１）役員会の定足数は役員の半数以上とする 

（２）役員会の議事の決定は出席者の多数決によるものとし、賛否同数のときは議長が決定

する。 

 

１２．（議事録の作成） 

（１）役員会の議事については開催日から２週間以内に議事録を作成し、出席役員はその内

容を書面もしくはメールによって確認する。 

（２）議事録の作成者は役員会の開催に当り議長が随時指名する。 

（３）議事録は作成日から２週間以内に運営委員に書面またはメールをもって送付する。 

 

１３．（役員会の業務） 
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  役員会の業務は運営委員会の業務遂行に必要な補助的業務全般とする。 

 

１４．（会計） 

（１）本運営委員会の会計は本運営委員会に固有の収支が発生し、資産の管理が必要となっ

たとき、本規則に付加して、もしくは会計規則を設けてその方法を定める。 

（２）前項の方法が定まるまでに収支が発生し、資産管理が必要となったときは、ＲＩＪＹ

ＥＭにその業務を委託する。  

（３）前項の業務が発生したときは、定例総会においてその内容を開示する。 

  

１５．（規則の変更） 

（１）本規則は役員会の提案により、総会において変更することができる。 

（２）１０名以上の委員による規約の変更の請求があったときは、役員会は総会にその提案

をする。 

（３）規約の変更の提案は総会に出席の委員の３分の２以上の賛成があったとき可決され

るものとする。 

 

１６．（規則の補充と解釈） 

   本委員会の運営について、本規約にその定めがないとき、もしくはその解釈に疑義が

生じたときは、ＲＩＪＹＥＭの定款を準用もしくは解釈の基準とすることができる。 

   但し、委員の過半数の異議があるときはこの限りではない。 

 

附則 

 この規則は２０２３年  月  日に成立し、同日施行する。 

   

 

以上 
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事務支援：事務局 

 


